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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 9月 2日 (2003.9.2)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 そ れ ぞ れ パ ビ リ オ ン と 、 ガ ー ド ル と 、 ク ラ ウ ン と を 有 す る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 と
、
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 を 前 記 宝 飾 具 内 に そ れ ぞ れ 保 持 す る た め の 第 １
、 第 ２ 及 び 第 ３ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と を 備 え 、 前 記 第 ３ の 宝 石 は 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の
宝 石 間 に あ り 、
　 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン
の 部 分 に 重 な る が 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 に も 重 な ら ず 、
　 前 記 第 ３ の 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン の 間 に 保 持 さ れ 、 前
記 第 １ 及 び 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 保 持 す る た め に 前
記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 間 の ウ ェ ッ ジ を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン は 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン と 接
触 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 ウ ェ ッ ジ は 、 幅 と 、 上 端 と 、 下 端 と を 有 し 、 前 記 幅 は 、 前 記 上 端 よ り も 前 記 下 端 近
傍 の 方 が 狭 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 チ ャ ン ネ ル 壁 と 溝 と プ ロ ン グ と か ら 構 成
さ れ る グ ル ー プ か ら 選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手
段 に お け る 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 保 持 す る よ う に 形 づ く ら れ た チ ャ ン ネ ル 壁 を さ
ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ６ 】



　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記
第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン と そ れ ぞ れ 実 質 的 に 同 じ 大 き さ で あ る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の
キ ャ ビ テ ィ を 有 す る 台 座 を さ ら に 備 え 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ
ビ リ オ ン は 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ 内 に そ れ ぞ れ 置 か れ る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ は 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の ガ ー ド ル が 前 記 第
１ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の ガ ー ド ル よ り も 下 方 に あ る よ う に し て 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び
前 記 第 ３ の 宝 石 を 保 持 す る よ う に 形 づ く ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 宝 飾
具 。
【 請 求 項 ８ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 そ れ ぞ れ ク ラ ウ ン と 、 ガ ー ド ル と 、 パ ビ リ オ ン と を 有 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 固 定 用 宝 石 と
、
　 ク ラ ウ ン を 有 す る 接 触 宝 石 と 、
　 前 記 宝 飾 具 に お け る 前 記 固 定 用 宝 石 及 び 前 記 接 触 宝 石 を 保 持 す る セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と を
備 え 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 を 所 要 の 箇 所 に 保 持
し 、 前 記 接 触 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン に よ っ て 前 記
セ ッ テ ィ ン グ 手 段 の 内 部 に 単 独 で 、 ま た 、 前 記 接 触 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 と
も 重 な る 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 の 外 部 に 、 更 に 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の 前
記 ク ラ ウ ン の い ず れ か と 接 触 す る 前 記 接 触 宝 石 の 外 部 に 保 持 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾
具 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 内 に 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝
石 を 保 持 で き る よ う に 形 づ く ら れ た チ ャ ン ネ ル 壁 を 更 に 有 し 、 前 記 チ ャ ン ネ ル 壁 は 、 前 記
第 １ 又 は 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の い ず れ か と 前 記 接 触 宝 石 の 間 に 延 び る も の で は な い こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 追 加 の 固 定 用 宝 石 及 び 追 加 の 接 触 宝 石 を 更 に 有 し 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石
と 前 記 追 加 の 固 定 用 宝 石 は 、 固 定 用 宝 石 の 第 １ 及 び 第 ２ の 列 に 配 置 さ れ 、 前 記 接 触 宝 石 と
前 記 追 加 の 接 触 宝 石 は 、 前 記 固 定 用 宝 石 の 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 列 に よ っ て 前 記 セ ッ テ
ィ ン グ 手 段 に 保 持 さ れ た 接 触 宝 石 の １ 列 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 宝
飾 具 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 チ ャ ン ネ ル 壁 と 溝 と プ ロ ン グ と か ら 構 成 さ れ る グ ル ー プ か ら
選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 接 触 宝 石 は 、 ガ ー ド ル と パ ビ リ オ ン と を 更 に 有 し 、 前 記 接 触 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン は
、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン と 接 触 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 ８ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 と 前 記 接 触 宝 石 の 前 記 パ
ビ リ オ ン と そ れ ぞ れ 実 質 的 に 同 じ 大 き さ で あ る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ を 有 す る
台 座 を 更 に 有 し 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 と 前 記 接 触 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン は
、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ 内 に そ れ ぞ れ 置 か れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ２ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ は 、 前 記 接 触 宝 石 の ガ ー ド ル が 前 記 第 １
及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の ガ ー ド ル よ り も 下 方 に あ る よ う に し て 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第
２ の 固 定 用 宝 石 と 前 記 接 触 宝 石 を 保 持 す る よ う に 形 づ く ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求
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項 １ ３ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 第 １ 及 び 第 ２ の 固 定 用 宝 石 と 、
　 ク ラ ウ ン を 有 す る 接 触 宝 石 と 、
　 前 記 宝 飾 具 に お け る 前 記 固 定 用 宝 石 及 び 前 記 接 触 宝 石 を 保 持 す る セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と を
備 え 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 を 所 要 箇 所 に 保 持 し
、 前 記 接 触 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 に よ っ て 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 の
内 部 に 、 ま た 、 前 記 接 触 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 と も 重 な る 前 記 セ ッ テ ィ ン グ
手 段 の 外 部 に 保 持 さ れ 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 内 に 前 記 第 １ 及
び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 を 保 持 で き る よ う に 形 づ く ら れ た チ ャ ン ネ ル 壁 を 更 に 有 し 、 前 記
チ ャ ン ネ ル 壁 は 、 前 記 第 １ 又 は 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の い ず れ か と 前 記 接 触 宝 石 の 間 に 延
び る も の で は な く 、 前 記 チ ャ ン ネ ル 壁 は 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 内 に 前 記 第 １ 及 び 前 記 第
２ の 固 定 用 宝 石 を 一 層 堅 く 保 持 す る た め に 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 固 定 用 宝 石 の 間 に ウ ェ
ッ ジ を 更 に 有 し 、 前 記 ウ ェ ッ ジ は 、 幅 と 、 上 端 と 、 下 端 と を 有 し 、 前 記 幅 は 、 前 記 上 端 よ
り も 前 記 下 端 近 傍 の 方 が 狭 い こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 そ れ ぞ れ パ ビ リ オ ン と 、 ガ ー ド ル と 、 ク ラ ウ ン と を 有 す る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 と
、
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 を 前 記 宝 飾 具 内 に そ れ ぞ れ 保 持 す る た め の セ ッ
テ ィ ン グ 手 段 と を 備 え 、 前 記 第 ３ の 宝 石 は 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 間 に あ り 、
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の 部 分 に 重 な る
が 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 に も 重 な ら ず 、
　 前 記 第 ３ の 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン の 間 に 単 独 で 保 持 さ
れ 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 保 持 す る た め に 前 記 第 １ 及
び 前 記 第 ２ の 宝 石 間 の ウ ェ ッ ジ を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン は 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン と 接
触 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ は 、 チ ャ ン ネ ル 壁 と 溝 と プ ロ ン グ と か ら 構 成 さ れ る グ ル ー プ か ら 選 択
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン と
そ れ ぞ れ 実 質 的 に 同 じ 大 き さ で あ る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ を 有 す る 台 座 を 更 に
備 え 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン は 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２
及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ 内 に そ れ ぞ れ 置 か れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ 記 載 の 宝 飾
具 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の キ ャ ビ テ ィ は 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の ガ ー ド ル が 前 記 第
１ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の ガ ー ド ル よ り も 下 方 に あ る よ う に し て 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び
前 記 第 ３ の 宝 石 を 保 持 す る よ う に 形 づ く ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ９ 記 載 の 宝
飾 具 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 そ れ ぞ れ パ ビ リ オ ン と 、 ガ ー ド ル と 、 ク ラ ウ ン と を 有 す る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 と
、
　 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 を 前 記 宝 飾 具 内 に そ れ ぞ れ 保 持 す る た め の セ ッ
テ ィ ン グ 手 段 と を 備 え 、 前 記 第 ３ の 宝 石 は 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 間 に あ り 、
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　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の 部 分 に 重 な る
が 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 に も 重 な ら ず 、
　 前 記 第 ３ の 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン の 間 に 保 持 さ れ 、 前
記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 保 持 す る た め に 前 記 第 １ 及 び 前 記
第 ２ の 宝 石 間 の ウ ェ ッ ジ を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 １ つ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と 、
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 内 に 係 合 し た １ つ の 固 定 用 宝 石 と 、
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 及 び 前 記 固 定 用 宝 石 に よ っ て 単 独 に 係 合 し た 接 触 宝 石 と か ら 構 成
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 チ ャ ン ネ ル 壁 と 溝 と プ ロ ン グ と か ら 構 成 さ れ る グ ル ー プ か ら
選 択 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 ウ ェ ッ ジ 形 状 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ 記 載 の 宝 飾
具 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 前 記 接 触 宝 石 は 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と 前 記 固 定 用 宝 石 と の 間 に 位 置 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ２ ４ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 前 記 接 触 宝 石 は 、 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と 前 記 固 定 用 宝 石 と の 間 に 位 置 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ２ ２ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は チ ャ ン ネ ル 壁 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ６ 記 載 の 宝 飾 具
。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 宝 飾 具 に お い て 、
　 そ れ ぞ れ パ ビ リ オ ン と 、 ガ ー ド ル と 、 ク ラ ウ ン と を 有 す る 第 １ 、 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 と
、
　 前 記 宝 飾 具 内 に お け る 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 前 記 第 ３ の 宝 石 を 保 持 す る た め に キ ャ ビ
テ ィ を 有 す る セ ッ テ ィ ン グ 手 段 と を 備 え 、 前 記 第 ３ の 宝 石 は 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石
間 に あ り 、
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の 部 分 に 重 な る
が 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン の い ず れ の 部 分 に も 重 な ら ず 、
　 前 記 第 ３ の 宝 石 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン の 間 に 単 独 で 保 持 さ
れ 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 保 持 す
る た め に 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 間 に ウ ェ ッ ジ を 構 成 す る こ と を 特 徴 と す る 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン が 、 前 記 第 ３ の 宝 石 の 前 記 ク ラ ウ ン に 接
触 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ８ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 前 記 キ ャ ビ テ ィ は 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン と 実 質 的 に 同
じ 大 き さ で あ り 、 前 記 第 １ 、 前 記 第 ２ 及 び 第 ３ の 宝 石 の 前 記 パ ビ リ オ ン は 、 前 記 キ ャ ビ テ
ィ 内 に 置 か れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ８ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 前 記 第 ３ の 宝 石 の ガ ー ド ル は 、 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の ガ ー ド ル の 下 方 に あ る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ０ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 は 、 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 前 記 キ ャ ビ テ ィ 内 に 保 持 す
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る よ う に 形 づ く ら れ た チ ャ ン ネ ル 壁 を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ８ 記 載 の 宝 飾
具 。
【 請 求 項 ３ ３ 】
　 前 記 チ ャ ン ネ ル 壁 は 、 前 記 第 １ お よ び 前 記 第 ２ の 宝 石 を 前 記 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 内 に 保 持
す る た め に 前 記 第 １ 及 び 前 記 第 ２ の 宝 石 の 間 に 設 け た ウ ェ ッ ジ を 更 に 備 え る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ３ ２ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 請 求 項 ３ ４ 】
　 前 記 ウ ェ ッ ジ は 、 幅 と 、 上 端 と 、 下 端 と を 有 し 、 前 記 幅 は 、 前 記 上 端 よ り も 前 記 下 端 近
傍 の 方 が 狭 い こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ ３ 記 載 の 宝 飾 具 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 図 ３ に 示 さ れ る よ う に 、 接 触 宝 石 ２ ２ は 、 固 定 用 宝 石 ２ ０ の わ ず か 下 方 に セ ッ ト さ れ る
よ う に 形 づ く ら れ て い る 。 上 述 し た よ う に 、 接 触 宝 石 ２ ２ の ガ ー ド ル １ ６ の は
、 セ ッ テ ィ ン グ 手 段 ２ ４ の チ ャ ン ネ ル 壁 ２ ８ 内 の 溝 ３ ６ に よ っ て 所 定 の 位 置 に 保 持 さ れ る
。 接 触 宝 石 ２ ２ の は 、 固 定 用 宝 石 ２ ０ に よ っ て 所 定 の 位 置 に 保 持 さ れ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 は 、 宝 飾 具 １ １ ８ の 所 定 の 位 置 に 固 定 用 宝 石 １ ２ ０ の 列 を 保 持 す る
よ う に 形 づ く ら れ て い る 。 は 、 各 固 定 用 宝 石 １ ２ ０ の ガ ー ド ル １ ６ と
係 合 す る 溝 １ ３ ６ を 有 し て い る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面
【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 図 ５ 】
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一 方 側 ４ １

反 対 側 ３ ９

チ ャ ン ネ ル 壁 １ ２ ８
チ ャ ン ネ ル 壁 １ ２ ８
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